
岩手で働く若者へ、より働きやすい環境を。

令和7年度 いわて産業人材

奨学金返還支援制度

「いわて」で暮らし、「いわて」で働くことを希望する方の

奨学金返還を最大250万円支援します！

次のいずれにも該当する方を応募対象者とします。

１. 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金（無利子）及び第二種奨学金（有利子）の
貸与を受けており、将来返還予定又は返還中の方。

２. 応募の時点で、次に掲げるいずれかの方

３. 岩手県の認定を受けた県内の「認定企業」への就業を希望する方
※「認定企業」は右記QRコードよりご覧いただけます。
対象分野・業種：岩手県内のものづくり・IT関連企業、建設関連企業、
地域未来投資促進法分野、若者女性活躍関連企業、働きやすい職場関連企業

４. 岩手県内に定住することを希望する方

区分 在籍する大学等 申請可能な学年

学生

大学院の修士課程 1・２年生

６年制大学（薬学部、またはこれに該当する学部のみ） 5・６年生

大学 3・４年生

高等専門学校（専攻科を含む） 4・５年生

既卒者
上記の大学等を卒業し、県外で就業している35歳未満の方（募集開始年度の４月１日時点）、
又は県内に正規雇用で就業していない35歳未満の方（募集開始年度の４月１日時点）で、
募集開始年度中に県内の認定企業において就業し、かつ居住する意志を有すること。

募集人員：120名
募集期間：令和7年9月30日（火）まで

【応募対象者】

岩手県では、将来の本県産業を担うリーダーとなる人材の確保・定着を促進するため、
学生が大学等を卒業後、又は既卒者がU・Iターンし、県内企業に就業した場合に、
奨学金の返還を支援します。

▲岩手県ホームページ



【学生】
大学等を卒業後に岩手県内の「認定企業」に正規雇用され、８年間継続して勤務する見込み
であること。勤務場所は県内の事業所とし、県内に定住する見込みであること。

【既卒者】
認定申請日において既に大学等を卒業し、県外において就業している者、又は県内に正規雇
用で就業していない者で、認定申請後に岩手県内の「認定企業」に正規雇用され、８年間継
続して勤務する見込みであること。（勤務場所、定住要件は学生と同じ）

◎助成期間は、原則、岩手県内の「認定企業」へ就業した日の属する年度から８年度間と
します。

◎県外へ転勤した場合、その期間は助成されませんが、岩手県内に復職し次第、助成が再
開されます（所定の手続きが必要です）。

※令和８年３月新卒予定の場合

※「支援候補者」と「交付決定者」の違いとは？
「支援候補者」とは認定企業に就業する前に「いわて産業人材」に認定された方です。
認定企業へ就業し、県内に居住することで、正式に「交付決定者」となります。

【大学生等の認定者対象に関するお問い合わせ】
公益財団法人いわて産業振興センター 産業支援部
〒0200-0857岩手県盛岡市北飯岡2-4-26
TEL019-631-3828 joho@joho-iwate.or.jp

【企業の認定に関するお問い合わせ】
岩手県商工労働観光部 ものづくり自動車産業振興室
〒020-8570岩手県盛岡市内丸10-1
TEL019-629-5552 AB0005@pref.iwate.jp
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（学生の場合）

区分 助成率 支援上限額

大学（6年制含む）及び大学院の在学期間を通じて奨学金の貸与を受けていた者

1/2

250万円

大学の在学期間に奨学金の貸与を受けていた者（高等専門学校専攻科含む） 150万円

大学院の在学期間のみ奨学金の貸与を受けていた者 100万円

高等専門学校の在学期間に奨学金の貸与を受けていた者 70万円
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認定電子申請フォーム
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⑤奨学金の
返還支援

いわて産業振興センター

①支援者候補
認定申請

（必要書類提出）

②支援候補者の
認定

③認定企業
に就職

④交付決定者
交付申請

令和7年 令和8年4月～

日本学生支援機構
（JASSO）

⑥奨学金の
返還を行う

令和8年～

右記QRコードより
電子申請が可能です
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